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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(2) 新潟県環日本海交流圏形成基金条例を廃止する条例 

(3) 新潟県新成長基金条例を廃止する条例 

(4) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(5) 特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

(6) 新潟県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例 

(7) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

(8) 新潟県行政不服審査法施行条例 

(9) 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

(10) 新潟県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

(11) 新潟県県税条例の一部を改正する条例 

(12) 新潟県核燃料税条例の一部を改正する条例 

(13) 新潟県退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例 

(14) 新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

(15) 新潟県消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

(16) 新潟県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例 

(17) 新潟県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例を廃止する条例 

(18) 新潟県国民健康保険財政安定化基金条例 

(19) 新潟県風致地区条例及び新潟県病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

(20) 新潟県看護職員修学資金貸与条例及び新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

(21) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

(22) 新潟県理容師法施行条例及び新潟県美容師法施行条例の一部を改正する条例 

(23) 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

(24) 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

(25) 新潟県立学校条例の一部を改正する条例 
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